
　　農業法とは

　アメリカの農業政策は，ほぼ５

年ごとに，時々の状況に応じて制

定される農業法の規定に基づいて

実施されてきました。農業法には，

ほとんどの政策分野に関するプロ

グラムが一括法方式で規定されて

います。仮に，期限が経過しても

新たな農業法が制定されない場合

には，恒久法である 1938 年農業

法と 1949 年農業法が適用され，

現状に合わないような手厚い保護

が提供されることになります。

　　農業をめぐる状況

　連邦政府は，その財政赤字が

2009 年度には史上最大となり，

きわめて厳しい財政状況下に置か

れています。一方，農家経済をみ

ると，農産物価格は 2008 年中頃

をピークに下降ないし横ばいで推

移していますが，それでも高騰前

の 2006 年頃よりは高い水準を維

持しています。とうもろこし，大豆，

小麦等の市場価格が，ローンレー

トや価格変動対応型支払いの目標

価格を上回っているため，政府支

払いは近年 120 億ドル前後と，

2005 年度の 244 億ドルの半分程

度にまで減少し，WTO へ通報す

る AMS も低い水準となっていま

す。その中で，高い農産物価格を

反映して保証額が増加したため，

農業保険に関する財政負担や保険

金支払いが増大しています。

　国際関係では，ブラジルが

WTO に提訴した綿花補助金に関

してアメリカは敗訴し，本年６月

の合意で，ブラジルの報復措置を

回避するため，綿花についての輸

出補助的プログラムの改善を行う

とともに，技術協力基金としてブ

ラジルに対して毎年 1.47 億ドル

を拠出することになっています。

　　2012年農業法をめぐる動き

　　について

　現行の 2008 年農業法も，厳し

い財政事情と好調な農家経済とい

う背景の下で制定されました。

2008年農業法における関心事項は，

栄養，環境保全等のプログラムの

拡大と経営安定のための農産物プ

ログラムの見直しでした。農産物

価格が高い水準にある中で，従来

の価格低下へ対応するプログラム

では，収入減少というリスクに十

分対応できないことから，新たに

収 入 変 動 対 応 型 の ACRE
（Average Crop Revenue Election）
が導入されました。また，裕福な

農業者や地主が政府支払いを受け

取ることへの批判を考慮して，政

府支払いの受給資格の厳格化が図

られました。しかしながら，2002
年農業法の手厚い保護プログラム

は維持されました。

　2008 年農業法の効力は 2012 年

9 月 30 日までですし，実際のと

ころ，2008 年農業法で導入され

たプログラムのうちまだ実施され

ていないものもあります。そのよ

うな中で，2012 年農業法制定の

ため，下院農業委員会は本年 4 月

21 日から活動を開始し，地方開

催を含め既に 13 回の公聴会が開

かれています。上院農業委員会も

6 月 30 日に公聴会を開催し活動

を開始しました。このような動き

は，2008 年農業法制定当時より

もはるかに財政事情が厳しく，議

会としては農業法関係の財源を死

守するために先手を打つためのも

のと考えられます。

　まだ公聴会の段階で，議会とし

ての案が提示されているわけでは

ありませんが，議員や農業関係者

の最大の関心は，厳しい予算制約

の下で，「どのようなセーフティ

ネットを構築するのか」にあるよ

うです。特に，農業保険と ACRE
のあり方が議論の中心となってい

ます。農業保険については，その

重要性を評価する声が大きいので

すが，財政負担が大きくなってお

り，何らかの見直しが必要である

と考えられているようです。

ACRE については，2008 年農業

法において，いわば「鳴り物入り」

で導入されましたが，2009 年の

面積加入率は 13％と加入が思わ

しくなりません。仕組みが複雑で，

発動要件に問題があるとの指摘も

あります。しかしながら，農産物

価格が今後ともある程度高い水準

で推移していくことが予想される

中で，「収入」に着目したセーフ

ティネットの重要性を評価する向

きも多いようです。

　議会や農業関係者の関心とは異

なり，行政府の関心は，栄養プロ

グラム，地域開発等にあり，経営

安定対策に対しては 2010 年度及

び 2011 年度には予算カットを提

案する等むしろ冷淡にも見える態

度をとっています。大統領は栄養

プログラムに関心が高く，農務長

官は地域開発を重視し，“Know 
Your Farmer, Know Your Food”と

いうキャッチフレーズで中小規模

の農家への助成を推進していこう

としています。マスコミも，経営

安定対策，特に直接支払いに対し

て，無駄遣いであると批判してい

ます。

　このような状況から，次期農業

法において，経営安定対策が，重

複のない，有効で効率的なセーフ

ティネットとして再構築されるの

かどうか，そしてそのための議論

がどのように展開されていくのか

が注目されます。

　ベトナムは長らく旧ソ連型の社

会主義統制経済体制下にありまし

たが 1980 年代から経済自由化政

策に転換し，今や世界第２位のコ

メ輸出国に躍り出ました。しかし

それは専ら集団農業生産体制から

解放された農家の生産意欲が刺激

されたことによるものに過ぎず，

零細農家による自給中心の農業・

流通の非効率・低い技術水準とい

う構造問題は放置されたままでし

た。ベトナム米の国際市場におけ

る評価は低く，ただ安価だけを武

器に国際市場におけるシェアを拡

大してきました。

　こういった問題を解決するため

ベトナムは 2000 年に政府議決第

９号を公布し，それまでの市場経

済化による量的拡大という農業政

策を海外市場への販売を前提にし

た農林水産物の高品質化へと転換

しました。同議決は生産性の低い

水田の転用を促す反面，輸出用米

主産地への投資集中を図りました。

しかしその結果，水田の転用が政

府の予想を遙かに超える速度で進

行し，2007 ～ 08 年にかけての米

価急騰の一因となりました。

　コメは重要な輸出産品であるこ

とから，いまやベトナム国内の米

価は国際米価に密接にリンクして

います。さらにコメはベトナム国

民の消費カロリーの約３分の２を

占める圧倒的な主食でもあります。

こういった背景の下で近年の国際

的な米価高騰はベトナム国内の物

価高騰を招くことになりました。

国内の社会的混乱を静めるために

ベトナム政府は 2008 年３月にコ

メの新規輸出契約を一時停止し，

８月からは臨時の輸出税も課せら

れました。世界第２位のコメ輸出

国であるベトナムのこの措置はさ

らなる国際米価の高騰を招くこと

になりました。コメの輸出規制措

置はベトナムにとって，国内物価

の安定に役立つとともに，外貨獲

得の効果（輸出量は対前年度微増

ながら金額では倍増）もあったの

で，今後ともベトナム側の都合で

いつでも行使される可能性があり

ます。

　さらに世界食料危機に対応して，

2008 年４月には水田専作地の転

用の原則禁止の方針が打ち出され

ました。このことは 2000 年９号

議決からの事実上の方針転換を促

すものであります。しかし結果的

に 2008 ～ 09 年の生産量は前年度

を上回る生産がおこなわれ，ベト

ナムにはまだ生産・輸出余力があ

ることを世界に示しました。この

背景として輸出米主産地であるメ

コンデルタにおいて，農家が価格

情報に敏感に反応して作付けを増

やしたことがあげられます。2009

年６月には政府によるコメ輸出業

者への割り当て制度が廃止され，

コメ輸出の政府規制が大幅に緩和

されました。

　世界食料危機後の大きな政策上

の変化として，価格支持策の導入

があげられます。2009 年３月には，

輸出用米の買い取り価格のうち少

なくとも 30％は生産者の利益と

なるように設定することが決定さ

れました。2009 年 12 月には国家

食糧安全保障に関する政府議決第

63 号が公布され，長期目標とし

て 2012 年までに食糧が不足する

国民をなくし，2020 年までに食

糧生産者の所得を現在の 2.5 倍に

することが掲げられました。

　今後ともベトナムはコメの輸出

大国であり続け，その輸出状況は

国内動向（水田の転用，国民の食

生活の多様化，畜産の大規模集化

による飼料需要の減少，流通の合

理化による消失の減少，等）に左

右されるので，その動向には引き

続き注視する必要があります。
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